
感 対 第 3 6 7 号

令 和 ７ 年 １ 月 2 9日

（感染症対策課扱い）

鹿児島県医師会長 様

鹿児島県保健福祉部長

感染症発生動向調査事業に係る指定届出機関の承諾書の提出について（依頼）

本県の保健福祉行政については，かねてから御協力いただき感謝申し上げます。

さて，標記事業につきましては，貴会員に御協力いただき実施しているところで

すが，厚生労働省は，急性呼呼吸器感染症（ARI）を感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律施行規則第１条に規定する５類感染症に追加するととも

に，法第14条第２項の規定に基づく定点把握の対象としたところです。

併せて，感染症発生動向調査事業実施要綱に規定されている小児科定点及び内科

定点の設計を見直し，全国で約5,000か所のインフルエンザ/COVID19定点を約3,000

か所とする方針です。

つきましては，別紙１国通知のとおり急性呼吸器感染症サーベイランス実施に向

けた準備について依頼がありましたので，別紙２を参照の上，指定届出機関の指定

届出機関指定承諾書又は指定届出機関指定取消承諾書をとりまとめて，令和７年２

月12日（水）までに御提出くださるようお願いします。

記

１ ARI定点/病原体定点の基本的な考え方

・令和７年４月７日以降，ARIを５類感染症に位置づけ，法第14条に基づき，ARI

定点からの届出により発生動向を把握する。

・原則として，既存のインフルエンザ/COVID19定点を活用する。

※ 別紙１国通知写しの別添１「急性呼吸器感染症定点/病原体定点の指定につ

いて」第４を参照

２ ARI定点/病原体定点の調整方法（別紙２を参照）

(1) 引き続き指定届出機関として指定する医療機関



ARI定点/病原体定点として改めて指定するため，指定届出機関指定承諾書を

提出

(2) 国の方針に従い，指定届出機関を辞退していただく医療機関

指定届出機関指定取消承諾書を提出

３ その他

(1) 川薩，出水，姶良保健所管内については，各保健所と協議の上，医療機関の

選定も併せてお願いします。

(2) 別紙２に県としてARI定点/病原体定点の指定を行いたい医療機関を示してい

ますが，その医療機関が辞退の意向を示した場合や，他の医療機関を選定した

い場合も，各保健所と協議の上，医療機関の調整をお願いします。

【連絡先】

感染症対策課

感染症保健予防係

担当 眞鍋 福岡

電話 099-286-2724



指定届出機関指定承諾書

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第１４条第１項の規

定による指定届出機関として指定されることを承諾いたします。

令和 年 月 日

所 在 地

医療機関名

開設者住所

開設者氏名 印

鹿児島県知事 殿



指定届出機関指定取消承諾書

令和 年 月 日

鹿児島県知事 殿

指定届出機関

所在地

名 称

指定届出機関開設者

住所

開設者氏名

令和 ７年 ４月 ６日をもって指定届出機関としての指定の取消を承諾します。









別紙１
国通知


























































